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【すくすく相談】（母子健康手帳持参）

◦対象　乳幼児とその保護者

◦内容　乳幼児の身体計測，育児相談，栄養相談
■小野田保健センター
○とき　  2 月 25 日㈭　9:30 〜 11:15
■保健センター
○とき　  3 月  3 日㈭　9:30 〜 11:15

【マタニティスクール】
◦対象　妊婦とその夫（家族も参加可）
◦ところ　小野田保健センター
■パパしっかり体験コース
◦とき　2 月  7 日㈰　9:30 〜 11:30
◦内容

赤ちゃんをお風呂に入れよう，リラクゼー
ション，知って得する母子保健サービス，
妊婦体験

◦持ってくるもの
母子健康手帳，運動のできる服装

【すくすくベビーサークル】
◦対象　0 歳〜 1 歳 3 か月児とその保護者
■小野田保健センター
○とき　2 月 25 日㈭　10:00 〜 11:30
○内容　折り紙で作る「おひなさま」
■保健センター
○とき　3 月  3 日㈭　10:00 〜 11:30
○内容　和紙で作る「おひなさま」

【健康相談】（健康手帳持参）

■保健センター
○とき　2 月 16 日㈫　9:30 〜 11:30
■小野田保健センター
○とき　2 月 23 日㈫　9:30 〜 11:30
◦内容　血圧・体重・体脂肪率測定 ほか

◦助成対象　
市内に住所を有する法律上の夫婦（夫婦
の平成26年中の所得が730万円未満）

◦制度の種類
一般不妊治療費助成制度（医療保険適用の
不妊治療），人工授精費助成制度（人工授
精），特定不妊治療費助成制度（体外受精，
顕微授精），男性不妊治療費助成制度（特定
不妊治療の一環として行われる採精手術）

　不妊や不育に関する悩み，検査方法，
治療方法，専門病院の情報など，不妊専
門相談を受け付けています。相談は無料
です。秘密は厳守されますので，お気軽
にご利用ください。

◎不妊治療費の申請はお早めに

◎不妊専門相談を受け付けています

【育児学級】  （母子健康手帳・筆記用具持参）

◦対象
生後 3 か月〜 6 か月の乳児とその保護者

◦ところ　小野田保健センター
■ 1 回目（2 月 19 日㈮　13:30 〜 15:30）
○内容　小児科医講話，座談会，歯科指導
■ 2 回目（3 月 18 日㈮　13:30 〜 15:30）
○内容

育児のポイント，離乳食について（調理実習）
※ 2 回で 1 コースです。1 週間前までに健康

増進課へ申し込んでください。

◦申請方法　提出先または保健所に備え
付けの申請書に記入し，添付書類（申請
書に記載）を添えて提出（郵送でも可）

※申請書は市ホームページからもダウン
ロードできます。

◦提出先　健康増進課，小野田保健セン
ター，宇部健康福祉センター（一般不妊
治療費助成制度は除く）

◦問い合せ先　健康増進課

◦相談時間
9:30 〜 16:00（祝日・年末年始を除く）

◦相談専用電話　不妊専門相談センター
（県立総合医療センター「女性のなやみ
相談室」内　☎ 0835-22-8803）

　市および県では，不妊治療を受けている夫婦の経済的負
担を軽減するため，不妊治療費の一部を助成しています。
平成 27 年度分の治療費にかかる申請期限は，3 月 31 日㈭

（消印有効）です。期限を過ぎると助成の対象になりません
ので，早めに提出してください。


